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7
月
26
日（
金
）午
後
7
時
以
降
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
の
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
の
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
で
戸
籍
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
問
市
民
課
・
内
線
1
3
6
0

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
現
況

届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す（
郵
送

に
よ
る
提
出
は
不
可
）。
現
況
届
は

前
年
の
所
得
状
況
な
ど
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
、
期
日
ま
で
に
提
出

し
な
い
と
手
当
の
支
給
が
遅
れ
る
場

合
や
、
受
給
で
き
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
受
付
期
間　

▼
児
童
扶
養
手
当
＝

8
月
1
日（
木
）〜
30
日（
金
）〔
8
月

11
日（
日
・
祝
）以
外
の
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
〕▼
特
別
児
童
扶

養
手
当
＝
8
月
13
日（
火
）〜
9
月
11

日（
水
）〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕

●
受
付
窓
口　

子
育
て
推
進
課
手

当
・
医
療
費
給
付
係（
市
役
所
1
階

21
番
窓
口
）

●
必
要
書
類　

▼
手
当
証
書
▼
印
鑑

▼
市
か
ら
送
付
し
た
通
知
に
記
載
し

て
い
る
書
類

●
臨
時
窓
口（
児
童
扶
養
手
当
）　

時

8
月
5
日（
月
）〜
9
日（
金
）、
午
前

9
時
〜
11
時
30
分
、
午
後
1
時
〜
4

時
場
市
役
所
2
階
208
・
209
会
議
室

●
夜
間
・
日
曜
日
窓
口（
児
童
扶
養
手

当
） 

時
▽
8
月
9
日（
金
）午
後
5
時

30
分
〜
8
時
▽
8
月
11
日（
日・
祝
）午

前
9
時
〜
11
時
30
分
、午
後
1
時
〜

4
時
場
市
役
所
2
階
208
・
209
会
議
室

親
医
療
費
助
成
制
度

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
の
親
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

現
況
届〔
7
月
末
に
発
送
〕の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
窓
口
受
付　

時
8
月
1
日（
木
）〜

30
日（
金
）〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
〕場
子
育
て
推
進
課
手
当
・

医
療
費
給
付
係（
市
役
所
1
階
21
番

窓
口
）

●
郵
送
受
付　

8
月
30
日（
金
）〔
消

印
有
効
〕ま
で
に
、
子
育
て
推
進
課

手
当
・
医
療
費
給
付
係
へ

　

ま
た
、
ひ
と
り
親
な
ど
の
世
帯
で
、

こ
の
親
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
す
る
方

は
、
必
要
書
類
等
を
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

乳
・
子
医
療
費
助
成
制
度

　

乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
制
度（
乳
・
子
医
療
証
）の
助

成
対
象
で
所
得
な
ど
の
確
認
が
必
要

な
方
へ
、
8
月
21
日（
水
）に
現
況
届

を
発
送
し
ま
す
。
届
い
た
方
は
期
日

ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
窓
口
受
付　

時
9
月
13
日（
金
）ま

で〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕

場
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係（
市
役
所
1
階
21
番
窓
口
）

●
郵
送
受
付　

9
月
13
日（
金
）〔
消

印
有
効
〕ま
で
に
、
子
育
て
推
進
課

手
当
・
医
療
費
給
付
係
へ

　

な
お
、
昨
年
度
は
所
得
制
限
に
よ

り
助
成
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
、

所
得
状
況
に
よ
っ
て
は
助
成
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、

申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
お
早
め
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
の
方
に
給
付
金
が
支
給
さ

れ
ま
す

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
の
う
ち
、

未
婚
の
ひ
と
り
親
の
方
に
対
し
、「
未

婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対
す

る
臨
時
・
特
別
給
付
金
」
を
支
給
し

ま
す
。
給
付
金
制
度
に
関
す
る
詳
細

は
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方
に
ご

案
内
し
ま
す
。

●
対
象
者　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す

方
▼
令
和
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母

で
あ
る
▼
令
和
元
年
10
月
31
日
現
在

で
、
こ
れ
ま
で
に
婚
姻（
法
律
婚
）を

し
た
こ
と
が
な
い
▼
令
和
元
年
10
月

31
日
現
在
で
、
事
実
婚
を
し
て
い
な

い
、
ま
た
は
事
実
婚
の
相
手
方
の
生

死
が
明
ら
か
で
な
い

●
支
給
額　

1
万
7
5
0
0
円

●
申
請
期
間　

8
月
1
日（
木
）〜
令

和
2
年
1
月
31
日（
金
）

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
5
0

西
立
川
児
童
会
館
で
ラ
ン
ド

セ
ル
来
館
事
業
を
開
始

　

市
は
、
保
護
者
が
仕
事
等
で
適
切

に
保
育
で
き
な
い
家
庭
の
児
童
に
対

し
て
、
放
課
後
に
学
校
か
ら
ラ
ン
ド

セ
ル
を
背
負
っ
た
ま
ま
直
接
児
童
館

に
行
く
こ
と
が
で
き
る
ラ
ン
ド
セ
ル

来
館
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
8
月

27
日（
火
）か
ら
西
立
川
児
童
会
館
で

も
ラ
ン
ド
セ
ル
来
館
事
業
を
開
始
し

ま
す
。

●
利
用
申
請
書　

西
立
川
児
童
会
館

（
富
士
見
町
1
─23
─6
）、
各
児
童
館
、

子
ど
も
育
成
課（
市
役
所
1
階
23
番

窓
口
）で
配
布（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）

●
申
請
受
付　

西
立
川
児
童
会
館
、

各
児
童
館
、
子
ど
も
育
成
課

●
受
付
期
間　

8
月
27
日（
火
）か
ら

利
用
を
希
望
す
る
方
は
8
月
15
日

（
木
）ま
で
、
そ
の
ほ
か
は
利
用
し
た

い
月
の
前
月
15
日
ま
で
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問
子
ど
も
育
成
課
・
内
線
1
3
0
0

小
学
校
給
食
日
々
代
替
配
膳

員（
臨
時
職
員
）を
募
集

　

勤
務
す
る
小
学
校
は
日
に
よ
っ
て

替
わ
り
ま
す
▼
業
務
＝
市
立
小
学

校
で
の
学
校
給
食
の
配
膳
・
清
掃
等

▼
勤
務
期
間
＝
８
月
末
ご
ろ
〜
12
月

（
延
長
あ
り
）▼
勤
務
＝
学
校
給
食

実
施
日
の
週
５
日
、
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
３
時
▼
報
酬
＝
時
給
9
9
0

円
、
別
途
規
定
に
基
づ
く
交
通
費
を

支
給
▼
募
集
人
数
＝
若
干
名（
選
考
）

問
学
校
給
食
課
・
内
線
6
8
1
2

平
成
31
年
度
介
護
保
険
料
決

定
通
知
書
の
発
送
が
遅
れ
て

い
ま
す

　

65
歳
以
上
の
方（
介
護
保
険
第
1

号
被
保
険
者
）で
、
保
険
料
を
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）の
み
で
納
め
る

方
に
送
る
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

の
発
送
は
、
当
初
の
予
定
か
ら
遅
れ
、

7
月
末
に
な
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
介
護
保
険
料
係
・
内

線
1
4
4
6

コンプライアンスの推進に取り組んでいます
　市は、平成15年に発覚した不正入札事件等への反省から、コンプライアンスの推進に取り組んで

います。平成30年度は、コンプライアンス実施計画に基づき、次のような取り組みを実施しました。

市は、今後もコンプライアンスの推進に努め、公正に職務を遂行していきます。くわしい取り組み状

況については、市ホームページをご覧ください。

立川市におけるコンプライアンスとは　「倫理・法令遵守」という概念に加え「全体の奉仕者として求めら

れる価値観・倫理観に基づいて誠実に行動すること」としています。

　不正入札事件発覚から15年

の節目として、当時のことを知

る職員の証言や当時の資料によ

り、全職員に対し事件の概要や

その背景を理解するための研修

を実施し、コンプライアンス意

識の再確認と徹底を図りました。

職員意識の向上
　コンプライアンスに関する危

機事案が発生した際に、他の職

場で同様の事例が起きないよう

にするため、事案の概要、原因、

再発防止策をまとめた「危機情

報連絡表周知シート」を作成・

共有しました。

組織風土の醸成
　毎年11月に実施している

「コンプライアンス・業務点検

月間」に、個人情報や公金など

の保管・取扱状況について検査

を実施したほか、官製談合防止

のため業務上注意すべき点につ

いての研修を実施しました。

しくみの確立

問人事課・内線2574

子
育
て
世
帯
の
方
へ

現
況
届
の
提
出
を

お
忘
れ
な
く

問
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育
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課
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「
東
京
に
お
け
る
都
市
計
画

道
路
の
在
り
方
に
関
す
る
基

本
方
針（
案
）」を
公
表

　

都
と
特
別
区
と
26
市
2
町
は
協
働

で
、「
東
京
に
お
け
る
都
市
計
画
道

路
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針

（
案
）」
を
公
表
し
ま
し
た
。
こ
の
基

本
方
針（
案
）は
、
8
月
12
日（
月
・

休
）ま
で
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
都

市
計
画
課（
市
役
所
2
階
73
番
窓
口
）、

都
民
情
報
ル
ー
ム（
都
庁
第
一
庁
舎

3
階
）な
ど
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
ご
意
見
・
ご
提
案
の
提
出
方
法　

8
月
12
日（
月
・
休
）〔
消
印
有
効
〕ま

で
に
、
直
接
ま
た
は
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で
東
京
都
都
市
整
備

局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課（
〒
1

6
3
８̶
０
０
１
都
庁
第
二
本
庁
舎

11
階
）
Fax

０
３（
５
３
８
８
）１
３
５

４
eS0000179@

section.m
etro.

tokyo.jp

へ

問
都
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路

計
画
課
☎
0
3（
5
3
8
8
）3
3
7

9
、市
都
市
計
画
課
・
内
線
2
3
6
6

コンプライアンスの推進に取り組んでいます
　市は、平成15年に発覚した不正入札事件等への反省から、コンプライアンスの推進に取り組んで

問人事課・内線2574


